
ヤングケアラー支援体制構築の考え方（把握）

ヤング
ケアラー

市町村立学校

民生児童委員
・地域住民

地域包括支援
センター等

子ども食堂・放課
後児童クラブ等

医療機関

相談窓口
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私立学校ヤング
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ヤング
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ヤング
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ヤング
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ヤング
ケアラー

ヤング
ケアラー

ヤングケアラー
コーディネーター

市町村

普段の学校生活
で状況把握

相談

普段の学校生活
で状況把握

相談

様々な境遇の子供が相談で
きるよう広く周知を行う。

通院時の状況な
どを気にかける

利用時の様子
を気にかける

家庭の状況などを把握
し、子供の置かれた状
態を気にかける

通学している様子
が無いなど生活面
を気にかける

【体制づくりの調整役】
個別のケースを対応するのではなく、学校や関

係機関等が市町村に相談する体制をつくる調整役

※ケースや地域の実情により把握のプロセスは異なります。

相談

つなぎ先の一元化

ヤングケアラーの相談対応部
署を定める。相談部署を学校
や関係機関等に周知する

市町村教委
（SSWや指導主事）

教職員
やSSW
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ヤングケアラー支援体制構築の考え方（会議）

市町村
（ヤングケアラー所管課）

ヤングケアラー
コーディネーター

市町村

医療機関

民生児童委員
地域包括支援
センター等

学校関係者
（学校、SSW、SC等）

要対協など既存の会議
を積極的に活用する

※ケースや地域の実情により会議に関与する者は異なります。

ヤング
ケアラー

ケアされ
ている方

事前に訪問などにより
ケアされている方の意
向を確認

適切なサービスや
支援について検討

支援に係る
助言や指導

学校生活での様
子など情報提供

支援内容の調整・
関係機関との調整

事前訪問などに
より子ども本人
の意向を確認

関係部署への
つなぎや調整

通院状況など
情報提供

サービスの調整（既に関わり
がある場合、ケアされている
方の意向等を情報提供） 利用時の様子

など情報提供

日常での生活面
など情報提供

子ども食堂・放課
後児童クラブ等
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ヤングケアラー支援体制構築の考え方（支援）
※ケースや地域の実情により支援に関与する者は異なります。

ヤング
ケアラー

ケアされ
ている方

市町村
（ヤングケアラー所管課）

地域包括支援
センター等

民生児童委員

医療機関

オンラインサロン

学校関係者
（学校、SSW、SC等）

相談窓口

ヤングケアラー
が自ら選択でき
る相談窓口の多
様化

ヤングケアラーが
自ら選択できる相
談窓口の多様化

学習支援や学校
生活での見守り
や家庭訪問

見守り
や訪問

当事者同士の交
流の場を提供

利用時の様子の変
化等を見守り

日常生活の様子の
変化等を見守り

通院時の状況や
見守りを検討

サービス提供
ヤングケアラー
に配慮したケア
プランの作成

子ども食堂・放課
後児童クラブ等
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